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第６章 景観計画区域内の行為の制限に関する事項 

良好な景観の形成に関する方針を踏まえ、景観計画区域および景観形成重点地域におけ

る建築行為等を対象として、その行為の制限を定め、良好な景観形成の誘導を図ります。 

景観計画区域内における各ゾーンの特性に応じた行為制限を定めるとともに、これに基

づきあらかじめ届け出のあった一定規模以上の建築行為等について指導を行います。 

第 1 節 届出の対象となる行為 
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第 2 節 景観形成基準 

建築物の建築をはじめ、開発行為、木竹の伐採等、周囲の景観に影響を及ぼす行為を行

うときに景観上留意すべき事項を「景観形成基準（以下「基準」）」として定めます。 

届出のあった行為については、この基準に基づき、必要な指導を行います。 

ただし、やむを得ず基準を満たすことができない場合、市と協議した上で景観に十分配

慮していることが認められるものについては、この限りではありません。 

また、地区計画が定められている地区（東海道草津宿本陣通り景観形成重点地区を除く）

においては、地区計画の基準に則るものとします。 

景観形成基準 
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